
 

特定健診の質問票に新たに追加された

歯科口腔保健の質問に関する 

市町村の取組状況について 
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資料３ 
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出典：標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】（厚生労働省） 
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No. 市町村 担当課名

問１
歯科口腔に関す
る質問の新規追
加について

問２
各受診者の質問の回
答状況について

問３
歯科医療機関への受診
勧奨について

問３－１
受診勧奨の
方法

問３－２
受診勧奨
の実施予
定

問３－２
開始年度

備考

1 奈良市 健康増進課 知っている 把握している 実施していない 予定あり
H31年度

から

質問票の記入もれが多く活
用に至っていない。記入の

徹底をお願いしたい。
2 大和郡山市 保険年金課 知っている 把握している 実施していない 予定なし
3 天理市 保険医療課 知っている 把握している 実施している 文書送付
4 生駒市 国保医療課 知らなかった 把握していない

5 山添村 保健福祉課 知っている 把握している 実施していない 予定あり
H31年度

から
歯科相談実施時に質問票を
活用し、受診勧奨を行う。

6 平群町 健康保険課 知っている 把握していない
7 三郷町 長寿健康課 知っている 把握していない
8 斑鳩町 健康対策課 知っている 把握していない
9 安堵町 住民課 知っている 把握していない

10 大和高田市 保険医療課 知っている 把握している 実施していない 予定あり 検討中

11 橿原市 保険医療課 知っている 把握していない

12 桜井市 けんこう増進課 知っている 把握している 実施していない 予定あり 未定
個別相談を実施した人には
その都度実施

13 御所市 保険課 知っている 把握している 実施していない 予定あり 検討中
14 香芝市 国保医療課 知っている 把握していない

15 葛城市 健康増進課 知っている 把握している 実施している

特定保健指

導対象者に
口頭で伝達

16 宇陀市 中央保健センター 知っている 把握している 実施していない 予定なし
今のところ実施する予定は
ないが今後検討していきま
す

17 川西町 住民保険課 知っている 把握していない

18 三宅町 住民保険課 知っている 把握していない
19 田原本町 住民保険課 知っている 把握していない
20 曽爾村 保健福祉課 知っている 把握している 実施していない 予定なし 検討してみます
21 御杖村 保健福祉課 知っている 把握していない
22 高取町 住民課 知っている 把握していない

23 明日香村 健康づくり課 知っている 把握していない
24 上牧町 保険年金課 知っている 把握していない

25 王寺町 保健センター 知っている 把握している 実施していない ※ 備考欄参照

受診券を個人発送する際、

歯周病検診受診の勧誘をし
ている（H30～）

26 広陵町 保険年金課 知っている 把握していない
27 河合町 住民福祉課 知っている 把握していない

28 五條市
すこやか市民部

保険課
知っている 把握している 実施していない 予定なし

29 吉野町 長寿福祉課 知っている 把握している 実施していない 予定なし
30 大淀町 保険医療課 知っている 把握していない

31 下市町 住民保険課 知っている 把握していない
32 黒滝村 保健福祉課 知っている 把握している 実施していない 予定なし
33 天川村 住民課 知っている 把握していない

34 野迫川村 住民課 知らなかった 把握していない

35 十津川村 住民課 知らなかった 把握していない
36 下北山村 保健福祉課 知らなかった 把握していない
37 上北山村 保健福祉課 知らなかった 把握していない
38 川上村 住民福祉課 知っている 把握している 実施していない 予定なし
39 東吉野村 税務保険課 知らなかった 把握していない

知っている：33 把握している：15 実施している： 2 予定あり：5
知らなかった： 6 把握していない：24 実施していない：13 予定なし：7

その他：1

調査結果の概要 
 

 ・ 平成30年度から質問票の13番目に歯科口腔保健の質問が新規に追加になったことを知って 

  いる市町村数は33（33/39=85%）で、今回の調査で知った市町村数は６(６/39=15%)だった。 

 

 ・ 各受診者の質問票の13番目（歯科口腔保健）の質問の回答状況について、把握している市 

  町村数は15(15/39=38%)で、把握していない市町村数は24(24/39=62%)だった。 

 

 ・ 各受診者の質問票の13番目（歯科口腔保健）の質問の回答状況について、把握している15 

  市町村のうち、歯科疾患リスク者と判定された者に対して歯科医療機関への受診勧奨をして 

  いるのは２市(２/15=13%)だった。方法は、受診勧奨文書の送付が１市、特定保健指導対象者 

  に口頭で伝達が１市であった。 

 

 ・ 各受診者の質問票の13番目（歯科口腔保健）の質問の回答状況について、把握している15 

  市町村のうち、歯科疾患リスク者と判定された者に対して歯科医療機関への受診勧奨をして 

  いない13市町村のうち、歯科医療機関への受診勧奨を実施する予定があるのは５市村 

  (５/13=38%)だった。 
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